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Ⅱ 三重県議会基本条例               
  

１  議会基本条例の制定までの流れ     

平成 17 年、全会派から選出された議員で構成する「議会基本条例研究会」を設置し、

調査及び研究を始めました。平成 18 年５月には、「議会基本条例検討会」を設置し、条

例案の立案を進め、同年９月「条例素案」を公表しました。 

その後、県民からの意見を募集するパブリックコメントを実施するとともに、全員協議会、

検討会委員と知事との意見交換会、「三重県地方議会フォーラム 2006」等の開催を通じて

各方面から意見を聞いた上で、さらに検討を深めました。  

平成 18 年第４回定例会において、議員発議により三重県議会基本条例案が提出され、

平成 18年 12月 20 日、同条例案を全会一致で可決し、同月 26 日に公布及び施行されま

した。   

 

議会基本条例制定に至る経緯 

平成 ７年１０月 

平成 ８年 ９月 

平成１３年１２月 

平成１４年 ３月 

平成１５年 ２月 

１０月 

 

１２月 

 

平成１７年 １月 

３月 

 

５月 

 

６月 

平成１８年 ４月 

 

５月 

 

９月 

 

１０月 

１１月 

 

１２月 

 

議会に係る諸問題検討委員会を設置（各会派代表議員５人で構成） 

議会改革検討委員会を設置（各会派代表議員６人で構成） 

政策推進システム対応検討会を設置（議員７人で構成） 

三重県議会の基本理念と基本方向を決議 

政策推進システム対応検討会が中間報告 

議会改革推進会議を設置（全議員で構成） 

三重県議会の基本理念と基本方向を追加決議 

二元代表制における議会の在り方検討会を設置 

（議員７名で構成、政策推進システム対応検討会を名称変更） 

全国自治体議会 議会改革推進シンポジウムを開催（四日市市内） 

二元代表制における議会の在り方検討会が最終報告 

（提言１ 議会基本条例の制定について検討を行う） 

議会基本条例研究会を設置（議員５人で構成） 

（研究会を５回開催、講演会、学識経験者の意見聴取等を実施） 

「二元代表制と議会基本条例」講演会を開催 

議会改革勉強会を開催（東京都内） 

議会基本条例講演会を開催（議事堂内） 

議会基本条例検討会を設置（議員 12 人で構成） 

（検討会を１１回、幹事会を８回開催、学識経験者からの意見聴取等を実施） 

議会基本条例素案を公表 

素案に対するパブリックコメントを実施（３件） 

知事との意見交換会を開催 

地方議会フォーラム 2006 を開催（津市内） 

平成 18年第４回定例会に上程（12/1） 

本会議において全会一致で可決（12/20） 

公布及び施行（12/26） 
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２ 議会基本条例のあらまし 

 

（１）制定の趣旨 

日本国憲法では、地方公共団体の長と議会の議員は、住民が直接選挙することが定

められています。これにより、住民は、長と議会という二元代表を持つこととなりま

す。 

議会は、この二元代表のうちの一方の代表として、地方自治法のもと、議事機関と

して地方公共団体の意思を決定し、また、知事等執行機関が執り行う事務が適正にな

されているか、絶えず監視する責務等を負っています。 

しかし、これら憲法や地方自治法に規定されるところだけでは、県民にとって議会

の役割とはいかなるものであるのかが理解しにくいものと思われました。 

さらに、地方分権の進展により、地方公共団体は、自らの責任において、その組織

及び運営に関する様々な決定を行うこととなることから、議会の役割はますます重要

なものとなっています。 

このような中、本県議会では、県民の負託に全力でこたえていくため、これまで進

めてきた様々な「議会改革」の取組を後戻りさせることなく、引き続き取り組むとと

もに、議会の基本理念や議員の責務及び活動原則を定め、議会と知事等及び県民との

関係を明らかにする議会基本条例を制定することとなりました。 

 

（２）特色 

①これまでの本県議会の歩みを踏まえ、議会の基本理念及び基本方針を示し、議会運

営や議員の活動原則等を明らかにしています。 

②住民が自治体の長と議員とをそれぞれ直接選挙するという二元代表制を明記すると

ともに、議会と知事等及び県民との関係を規定しています。 

③会派活動について規定しています。 

④議会が有する機能強化のため、附属機関、調査機関、検討会等の設置について規定

しています。 

⑤会議の公開など情報公開を推進し、政務活動費の使途についても透明性を確保する

旨規定しています。 

⑥議会改革推進会議を設置し、継続的に議会改革に取り組むとともに、他の自治体議

会との交流及び連携の推進について明記しています。 

なお、この条例の施行後、議会は県民の意見や社会情勢の変化等を勘案し、必要が

あると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講じることとし

ています。 
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３ 議会基本条例の一部改正 

（１）議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議による検討等を経ての改正 

<改正の経緯> 

本条例制定以降においても、本県議会はさらなる議会改革に取り組んできましたが、

本条例第 28条には、「議会は、この条例の施行後、常に県民の意見、社会情勢の変化

等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」との検討条項が規定されています。 

また、平成 23 年１月には、学識経験者等５人で構成された議会改革諮問会議から

「その後の議会活動内容や今後、新たに取り組むべき方向性などを踏まえて、必要に

応じて適宜、見直していく必要がある」との答申がなされました。 

このようなことから、同年６月に委員９人で構成する議会基本条例に関する検証検

討プロジェクト会議を設置し、計 14回の検討、パブリックコメント、執行部からの意

見聴取等を経て、条例改正案を取りまとめました。 

同改正案は、平成 24年６月 13日に議員提出議案として提出され、委員会の審査を

経て、同月 27日に全会一致で可決し、同月 29日に公布及び施行（文書質問制度につ

いては同年９月 29日施行）されました。 

 

<改正の概要> 

①議会活動において重要な機能を果たしている会派の役割として、「議員がその責務を

果たすために行う活動を支援する」こととしました（第５条第３項関係）。 

②議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数について、県民

意思等が的確に反映されるよう、議会は不断の見直しを行うこととしました（第６

条の２関係）。 

③議会には、議会が決定した事項を追跡調査するという意味での知事等の事務に対す

る執行監視などの責任があることから、議会は、「議決責任を深く認識し」、議会活

動等に関し、県民に対して説明する責務を有することとしました（第７条関係）。 

④議会と知事等との関係において、議会は合議体特有の役割を有していることから、

議会は、「合議制の機関としての特性を生かし」、知事等との立場及び権能の違いを

踏まえ、議会活動を行わなければならないこととしました（第８条第２項関係）。 

⑤議会機能の強化の観点から、議員が本会議での質問等の機会にとらわれず質問がで

きるよう、「文書による質問」制度を設けることとしました（第 14条の２関係）。 

 

議会基本条例の一部改正に至る経緯 

平成 23年 6月 

 

平成 24年 6月 

 

 

議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議を設置（議員９人で構

成） 

計 14 回の検討、パブリックコメント、執行部からの意見聴取等を経

て､条例改正案を取りまとめる 

議員提出議案として提出（6/13） 

全会一致で可決（6/27） 

公布及び施行（6/29） 
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○三重県議会基本条例の一部を改正する条例案 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（会派） 

第５条 【略】 

２ 【略】 

３ 会派は、議員が前条に規定する責務を

果たすために行う活動を支援するものと

する。 

 

（議員の定数及び選挙区） 

第６条の２ 議会は、議員の定数並びに選

挙区及び各選挙区において選挙すべき議

員の数について、県民意思等が的確に反

映されるよう不断の見直しを行うものと

する。 

 

（議会の説明責任） 

第７条 議会は、議決責任を深く認識し、

議会運営、政策立案、政策決定、政策提

言等に関し、県民に対して説明する責務

を有する。 

 

（知事等との関係の基本原則） 

第８条 【略】 

２ 議会は、合議制の機関としての特性を

生かし、知事等との立場及び権能の違い

を踏まえ、議会活動を行わなければなら

ない。 

 

（文書による質問） 

第 14条の２ 議員は、知事等に対し文書に

よる質問を行うことができる。 

２ 前項の質問は、議長に提出しなければ

ならない。 

３ 前項に定めるもののほか、第一項の文

書による質問の手続に関し必要な事項

は、別に定める。 

（会派） 

第５条 【略】 

２ 【略】 

【新設】 

 

 

 

 

【新設】 

 

 

 

 

 

（議会の説明責任） 

第７条 議会は、議会運営、政策立案、政策

決定、政策提言等に関し、県民に対して

説明する責務を有する。 

 

 

（知事等との関係の基本原則） 

第８条 【略】 

２ 議会は、知事等との立場及び権能の違い

を踏まえ、議会活動を行わなければなら

ない。 

 

 

 

【新設】 

 

 

 

（２）地方自治法の一部改正に伴う改正 

   平成 24年８月に地方自治法が一部改正され、従来の政務調査費が政務活動費となっ

たことから、平成 25年２月 27日に本条例の字句を修正する等の改正を行い、同年３

月１日に施行されました。 
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（３）議会改革度の向上及び議会基本条例の改正に関する検討プロジェクト会議による検

討等を経ての改正 

<改正の経緯> 

平成 29年６月の代表者会議で、議会改革推進会議において「制定から 10年を経過

した議会基本条例について、今の時代に見合った条例改正の必要性を検討すること」

が決定されました。同年９月に同会議内に議会改革度の向上及び議会基本条例の改正

に関する検討プロジェクト会議を設置し、検討を進めた結果、近年の大規模な災害等

の発生状況等に鑑みると、「大規模な災害その他の緊急事態への対応」に関する規定を

議会基本条例に盛り込む必要があるとの結論に至り、パブリックコメントを経て、条

例改正案を取りまとめました。 

同改正案は、平成 30年５月 18日に議員提出議案として提出され、委員会の審査を

経て、同年６月 11日に全会一致で可決し、同日に公布及び施行されました。 

 

<改正の概要> 

近年の大規模な災害等の発生状況等に鑑み、議会における「大規模な災害その他の

緊急事態への対応」に関する規定を設けることとしました（第７条の２関係）。 

 

 

○三重県議会基本条例の一部を改正する条例案 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（大規模な災害その他の緊急事態への対

応） 

第７条の２ 議会は、大規模な災害その他

の緊急事態の発生に際し、議事機関とし

て迅速かつ的確な対応を行うほか、状況

の把握その他の調査活動を行うなど、議

会の役割を踏まえた必要な対応を行うも

のとする。 

２ 議会は、前項の対応を迅速かつ的確に

行うために必要な体制の充実強化その他

の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

 

【新設】 

 

議会基本条例の一部改正に至る経緯 

平成 29年９月 

 

平成 30年５月 

 

 

平成 30年６月 

 

議会改革度の向上及び議会基本条例の改正に関する検討プロジ

ェクト会議を設置（議員 10人で構成） 

計９回の検討、パブリックコメント等を経て、条例改正案を取

りまとめる 

議員提出議案として提出（5/18） 

全会一致で可決、公布及び施行（6/11） 
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４  議会基本条例の構成及び条文 

条例の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則  

前 文 

住民が自治体の長及び議会の議員を直接選挙する「二元代表制」の下、県民の負託に全

力でこたえていくことを決意 

第１章 総 則 

第１条 目  的：議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等議会に関する基本的事項

を定め、県民福祉の向上、県勢の伸展に寄与 

第２条 基本理念：分権時代を先導する議会を目指し、真の地方自治の実現 

第３条 基本方針：①開かれた議会運営  ②政策の決定、知事等の監視・評価 

                ③独自の政策立案、政策提言  ④交流、連携 

第２章 議員の責務及び活動原則 

第４条 議員の責務及び活動原則    第５条 会派 

 

第３章 議会運営の原則等 

第６条 議会運営の原則 第６条の２ 議員の定数及び選挙区 第７条 議会の説明責任 

第７条の２ 大規模な災害その他の緊急事態への対応 

第４章 知事等との関係 

第８条 知事等との関係 

の基本原則 

第９条 監視及び評価 

第 10 条 政策立案及び 

政策提言 

第５章 議会の機能の強化 

第 11条 議会の機能の強化 

第 12条 附属機関の設置 

第 13条 調査機関の設置 

第 14条 検討会等の設置 

第 14条の２ 文書による質問 

第 15条 議員間討議 

第 16条 研修及び調査研究 

第 17条 政務活動費 

第６章 県民との関係 

第 18条 県民の議会への参画 

の確保 

第 19条 広聴広報機能の充実 

第 20条 委員会等の公開 

第 21条 議会活動に関する資 

料の公開 

第７章 議会改革の推進 

第 22条 議会改革推進会議 

第 23条 交流及び連携の推進 

第８章 政治倫理 

第 24条 政治倫理 

第９章 議会事務局等 

第 25条 議会事務局 

第 26条 議会図書室 

第１０章 補 則 

第 27条 他の条例との関係          第 28条 検討 
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三重県議会基本条例 

 

 

 

 

改正：平成 24年６月 29日 三重県条例第 49号 

改正：平成 25年２月 28日 三重県条例第５号 

改正：平成 30年６月 11日 三重県条例第 62号 

 

 

目次 

  前文 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

  第２章  議員の責務及び活動原則（第４条・第５条） 

  第３章  議会運営の原則等（第６条－第７条の２） 

  第４章 知事等との関係（第８条－第１０条） 

 第５章  議会の機能の強化（第１１条－第１７条） 

  第６章  県民との関係（第１８条－第２１条） 

  第７章 議会改革の推進（第２２条・第２３条） 

  第８章  政治倫理（第２４条） 

  第９章  議会事務局等（第２５条・第２６条） 

  第１０章 補則（第２７条・第２８条） 

  附則 

 

 

平成１２年４月のいわゆる地方分権一括法の施行により、地方公共団体（以下「自治体」

という。）は、自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことと

なり、国と自治体の関係も、従来の上下・主従の関係から、対等・協力の関係へと変化し

た。 

また、住民が自治体の長及び議会の議員を直接選挙するという二元代表制の下、三重県

民の代表として選ばれている議員と知事は、それぞれが県民の負託にこたえる責務を負っ

ている。 

このため、本県議会は、住民自治及び団体自治の原則にのっとり、真の地方自治の実現

に向け、国や政党等との立場の違いを踏まえて自律し、知事その他の執行機関（以下「知

事等」という。）とは緊張ある関係を保ち、独立・対等の立場において、政策決定並びに

知事等の事務の執行について監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行う

ものである。 

今日まで、本県議会は、分権時代を先導する議会を目指して、議会改革に積極的に取り

組み、知事等への監視機能の強化や政策立案機能の充実等の議論を行い、議会改革推進の

ために、平成１５年１０月には、本県議会の基本理念と基本方向を定める決議を行うなど、

真摯
し

に努力を重ねてきた。 

ここに、本県議会は、これまでの歩みから、日本国憲法及び地方自治法の範囲内におい

て、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等を定めるとともに、議会と知事等及び県

民との関係を明らかにし、県民の負託に全力でこたえていくことを決意し、この条例を制

定する。 

平成 18年 12月 26日 

三重県条例第 83 号 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、二元代表制の下、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等を定

め、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項

を定めることにより、地方自治の本旨に基づく県民の負託に的確にこたえ、もって県民

福祉の向上及び県勢の伸展に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第２条 議会は、分権時代を先導する議会を目指し、県民自治の観点から、真の地方自治

の実現に取り組むものとする。 

 

（基本方針） 

第３条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づいた議会活動を

行うものとする。 

一 議会活動を県民に対して説明する責務を有することに鑑み、積極的に情報の公開を

図るとともに、県民が参画しやすい開かれた議会運営を行うこと。 

二 議会の本来の機能である政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及び評

価を行うこと。 

三 提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策立案や政策提言に取り組む

こと。 

四 地方分権の進展に的確に対応するため、議会改革を推進し、他の自治体の議会との

交流及び連携を行うこと。 

 

第２章 議員の責務及び活動原則  

 

（議員の責務及び活動原則） 

第４条 議員は、地域の課題のみならず、県政の課題とこれに対する県民の意向を的確に

把握し、合議制の機関である議会を構成する一員として、議会活動を通じて、県民の負

託にこたえるものとする。 

２ 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努めるものとする。 

３ 議員は、議会活動について、県民に対して説明する責務を有する。 

４ 議員は、議場で質疑及び質問を行うに当たっては、対面演壇において、県政の課題に

関する論点を県民に明らかにするため、一問一答方式等の方法により行うものとする。 

 

（会派） 

第５条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

２ 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、会派間で調整を行い、合意形成に

努めるものとする。 

３ 会派は、議員が前条に規定する責務を果たすために行う活動を支援するものとする。 

 

第３章 議会運営の原則等  
 
（議会運営の原則） 

第６条 議会は、本県の基本的な政策決定、知事等の事務の執行の監視及び評価並びに政

策立案及び政策提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、

合議制の機関である議会の役割を果たさなければならない。 

２ 議会は、議長、副議長、議会運営委員会の委員長等を選出するときは、その経過を明

らかにしなければならない。 

３ 議会運営委員会は、議会運営について協議し、調整するものとする。 



 - 12 - 

４ 常任委員会又は特別委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよ

う運営されなければならない。 

 

（議員の定数及び選挙区） 

第６条の２ 議会は、議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数

について、県民意思等が的確に反映されるよう不断の見直しを行うものとする。 

 

（議会の説明責任） 

第７条 議会は、議決責任を深く認識し、議会運営、政策立案、政策決定、政策提言等に関

し、県民に対して説明する責務を有する。 

 

（大規模な災害その他の緊急事態への対応） 

第７条の２ 議会は、大規模な災害その他の緊急事態の発生に際し、議事機関として

迅速かつ的確な対応を行うほか、状況の把握その他の調査活動を行うなど、議会の

役割を踏まえた必要な対応を行うものとする。 

２ 議会は、前項の対応を迅速かつ的確に行うために必要な体制の充実強化その他の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第４章 知事等との関係 
 
（知事等との関係の基本原則） 

第８条 議会は、二元代表制の下、知事等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監

視及び評価を行うとともに政策立案及び政策提言を通じて、県政の発展に取り組まなけ

ればならない。 

２ 議会は、合議制の機関としての特性を生かし、知事等との立場及び権能の違いを踏ま

え、議会活動を行わなければならない。 

 

（監視及び評価） 

第９条 議会は、知事等の事務の執行について、事前又は事後に監視する責務を有する。 

２ 議会は、議場における審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通じて、県民

に知事等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。 

 

（政策立案及び政策提言） 

第１０条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、知事等に対し、積極的に

政策立案及び政策提言を行うものとする。 

 

第５章 議会の機能の強化 
 
（議会の機能の強化） 

第１１条 議会は、知事等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関

する議会の機能を強化するものとする。 

 

（附属機関の設置） 

第１２条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるとき

は、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。 

 

（調査機関の設置） 

第１３条 議会は、県政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決によ

り、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。 
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２ 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加える

ことができる。 

３ 第１項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

 

（検討会等の設置） 

第１４条 議会は、県政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明

らかにした上で、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる。 

２ 前項の検討会等に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

 

（文書による質問） 

第１４条の２ 議員は、知事等に対し文書による質問を行うことができる。 

２ 前項の質問は、議長に提出しなければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、第１項の文書による質問の手続に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

（議員間討議） 

第１５条 議員は、議会の権能を発揮するため、常任委員会、議会運営委員会及び特別委

員会並びに第１３条及び第１４条の規定により設置される調査機関及び検討会等にお

いて、積極的に議員相互間の討議に努めるものとする。 

２ 議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、政策提言等を積極

的に行うものとする。 

 

（研修及び調査研究） 

第１６条 議員は、政策立案及び政策提言能力の向上のため、研修及び調査研究に積極的

に努めるものとする。 

 

（政務活動費） 

第１７条 会派及び議員は、調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受

け、証拠書類を公開すること等によりその使途の透明性を確保するものとする。 

２ 政務活動費に関しては、別に条例の定めるところによる。 

 

第６章 県民との関係 

 

（県民の議会への参画の確保） 

第１８条 議会は、県民の意向を議会活動に反映することができるよう、県民の議会活動

に参画する機会の確保に努めるものとする。 

２ 議会は、知事等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言の過程にお

いて、参考人、公聴会等の積極的な活用及び県民との意見交換等県民参画に係る制度の

充実に努めるものとする。 

 

（広聴広報機能の充実） 

第１９条 議会は、議会に対する県民の意向の把握及び多様な媒体を用いた県民への情報

提供に努めるものとする。 

２ 議会は、広聴広報機能の充実を図るため、議員で構成する広聴広報会議を設置する。 

 

（委員会等の公開） 

第２０条 議会は、開かれた議会運営に資するため、委員会等を原則として公開する。 
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（議会活動に関する資料の公開） 

第２１条 議会は、三重県情報公開条例（平成１１年三重県条例第４２号）との整合を図

りつつ、議会活動に関する資料を原則として公開し、会議録については、議会図書室に

おいて県民が閲覧できるようにしなければならない。 

 

第７章 議会改革の推進 

 

（議会改革推進会議） 

第２２条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革推進会議

を設置する。 

 

（交流及び連携の推進） 

第２３条 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は共同

して、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うものとする。 

 

第８章 政治倫理 

 

（政治倫理） 

第２４条 議員は、県民の負託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられていることを

自覚し、県民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよ

う努めなければならない。 

２ 議会は、議員の政治倫理に関して別に条例を定める。 

 

第９章 議会事務局等 

 

（議会事務局） 

第２５条  議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うた

め、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。 

２ 議会は、専門的な知識経験等を有する者を任期を定めて議会事務局職員として採用す

る等議会事務局体制の充実を図ることができる。 

 

（議会図書室） 

第２６条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、

運営するとともに、その機能の強化に努めるものとする。 

２ 議員は、調査研究のため、積極的に議会図書室を利用するものとする。 

 

第１０章 補則 

 

（他の条例との関係） 

第２７条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の

条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。 

 

（検討） 

第２８条 議会は、この条例の施行後、常に県民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必

要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成 24年６月 29日 三重県条例第 49号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 14条の次に１条を加える改正規定は、

公布の日から起算して３月を経過した日から施行する。 

 

附 則（平成 25年２月 28日 三重県条例第５号） 

 この条例は、平成 25年３月１日から施行する。 

 

附 則（平成 30年６月 11日 三重県条例第 62号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


